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レセプトデータの活用について

平成22年 11月 25日

厚生労働省保険局総務課



レセプト電子化による審査支払機関・保険者における効果

○ レセプトの電子化により、保険者においては、点検業務等の効率化だけでなく、保
健事業への活用も可能となる。

請求支払業務の効率化
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点検業務の効率化、保健事業への活用

紙レセプトを目で点検
紙レセプトの保管

資格点検などを迅速に行うことが可能

保管作業が不要
生活習慣病対策などに効果的に活用
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医療保険者におけるレセプトデT夕の活用 (広島県呉市の事例 )

○後発医薬品の使用促進
・ 後発医薬品に切り替えることによって一定以上の医療費負担軽減効果がある者に、削減額等を通知するサービ
スを実施。平成20年 7月 から22年 3月 までの対象者の6割超が後発医薬品へ切り替え。

口健診情報から健診異常値の方を抽出し、レセプトと突合して医療機関未受診者に受診勧奨を行う。
・ レセプトから生活習慣病で医療機関に通院していた患者を抽出し、一定期間通院していない患者に受診勧
奨を行う。

○生活習慣病三次予防 (重症化予防 )

・ レセプトから抽出した対象病名毎に指導対象者を選定し、個別に指導を行うことにより重症化を予防。

○調剤点検
口別々の医療機関で同一成分の薬剤を重複して服用している人、相互作用の発生の恐れがある人を抽出で

きる。
※ 2.7%が重複服薬t6.4%に相互作用。(併用禁忌0.3%、 併用回避6.1%)

○重複受診・頻回受診対策
・ 複数の医療機関に同一の傷病名で受診している者や頻繁に医療機関で受診している者を確認し、訪間指
導を実施。
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国におけるレセプト1青報口特定健診等情報データベースの活用

→高齢者の医療の確保に関する法律・成立 (平成20年 4月 施行 )

→医療費増カロの構造的要因に着 目し、中長期的な観点から医療費適正化を進める

医療費適正化計画の枠組みの導入
→医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資亡うため、厚生労皿省が行う調査及び

分析等に用いるデータベースの構築ヘ

※保険者は、厚生労働省に対し、必要な情報を提供

○平成 19年 7月  検討開始
→収集するデータの範囲、データの利活用の方法等について検討

○平成 20年 2月  報告のとりまとめ (情報提供の基本的枠組み )

医療適正化計画以外の目的でも公益性の高い学術研究にレセプ トデータを活用

するとの方針。

(検討会報告を踏まえ、データ収集のための体制の構築 )

○平成22年 10月 ～

「レセプト1青報等の提供に関する有識者会議」を設置し、具体的な提供ルールについて検討。
■c



レセプト1青報口特定健診等情報の収集経路

※電子データにより請求されるものを収集
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※平成21年 4月 診療分のレセプトから収集

(平成22年 6月 診療分まで収集済み )
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※制度開始初年度である平成20年度実績分から収集

(平成20年度実績分について収集済み。)
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